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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和３年１月６日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市観音
かんのん

埼東方沖（浦賀水道航路第４号灯浮標） 

 観音埼灯台から真方位０９０°２.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１５.４′ 東経１３９°４７.２′） 

事故の概要  遊漁船第二十吉久
よしきゅう

丸は、南南東進中、灯浮標に衝突した。 

 第二十吉久丸は、左舷船首部に破口等を生じ、また、灯浮標は、上

部構造物の脚部の折損等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第二十吉久丸、１８トン 

 ２１０－３７０７４神奈川、有限会社船宿吉久 

 １１.９７ｍ（Lr）×４.４８ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６９kＷ、平成４年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１５年７月２２日 

  免許証交付日 令和２年１１月１０日 

         （令和７年１１月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板に破口、左舷船首ブルワークに破損 

灯浮標 上部構造物の脚部４本のうち２本に折損及び基部浮体に擦過

傷、翌日の荒天により上部構造物が脱落し水没 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東～北東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、波向 北北東～北東、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、令和３年１月

６日０６時４５分ごろ千葉県富津市金谷沖の釣り場に向け、同県浦安

市の係留地を出航した。 

 船長は、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、約１８ノットの対地速

力で舵輪を用いた手動操舵により操船に当たり、第１海堡西方沖で本

船の針路を１６０°（真方位、以下同じ。）として航行中、距離が約
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２Ｍとなった浦賀水道航路第４号灯浮標（以下「本件灯浮標」とい

う。）を視認し、本件灯浮標を船首目標として航行を続けた。 

 船長は、本船が北北東から北東の風及び波を受けて右方に船首が振

られるので、適宜左方への当て舵を取り、本件灯浮標の東側を通過す

る針路で航行していたところ、右舷船首方に知人の操船する遊漁船を

認め、操縦席を離れて操舵室右舷側の出入口扉を開け、同船に向かっ

て手を振った。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、知人の遊漁船が右舷正横付近となるまで手を振った後、船

首方に視線を戻したところ、至近に本件灯浮標を認め、操縦席に戻っ

て右舵を取ったものの、０８時１０分ごろ本船の左舷船首部が本件灯

浮標に衝突した。 

 本船は、船長が、船体の損傷状況を確認し、僚船及び船舶所有者に

本事故の発生を連絡した後、係留地に帰航していたところ、船首部の

破口から浸水してきたので、第１海堡付近で僚船と落ち合い、僚船に

えい
．．

航されて最寄りの富津市富津漁港に入港した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、本件灯浮標の東側を通過した後、右転して浦賀水道航路外

を同航路東端の航路線に沿って南進する予定であった。 

 船長は、ふだん、本件灯浮標の周囲に遊漁船やプレジャーボートが

多数漂泊して釣りを行っているので、本件灯浮標の東側を１００～２

００ｍ離して通過していたが、当日は本件灯浮標の東側に他船がいな

かったので、ふだんよりも灯浮標に近づく針路で航行していた。 

写真２ 損傷箇所 

写真１ 本船右舷側 

出入口扉 
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 船長は、本事故後、操縦席を離れたことについて、知人の遊漁船に

手を振る僅かな時間であれば、本件灯浮標まで到達しないと考えたの

ではないかと思った。 

 本事故当時、釣り客は、前部及び後部の船室内で休んでおり、船長

及び釣り客６人は、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、観音埼東方沖において、北北東から北東の風及び波を受

け、右方に船首が振られる中、左方に当て舵を取りながら、本件灯浮

標の東側を通過する針路で南南東進中、船長が、操縦席を離れて知人

の遊漁船に向かって手を振りながら航行したことから、風及び波によ

り船首が右方に振られて本件灯浮標に向かう針路となったことに気付

かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

 船長は、知人の遊漁船に手を振ろうとした際、僅かな時間であれ

ば、本件灯浮標まで到達しないと思ったことから、操縦席を離れたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、観音埼東方沖において、本船が、北北東から北東の風及

び波を受け、右方に船首が振られる中、左方に当て舵を取りながら、

本件灯浮標の東側を通過する針路で南南東進中、船長が、操縦席を離

れて知人の遊漁船に向かって手を振りながら航行したため、風及び波

により船首が右方に振られて本件灯浮標に向かう針路となったことに

気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、操船に集中し、針路の保持に努めること。 

 ・船長は、灯浮標付近を航行する場合、風等による圧流や灯浮標の

振れ回りなどによって灯浮標に衝突することがないよう、灯浮標

から十分に距離を隔てた針路とすること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦席を離れた 

事故発生場所 
（令和３年１月６日 
０８時１０分ごろ発生） 

第１海堡 

本件灯浮標 

本船 

本件灯浮標を 
船首目標とした 

観音埼灯台 

観音埼 
神奈川県 

横須賀市 

富津漁港 


